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問５ 譲渡損益調整資産の譲渡原価の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 貴社が期首から譲渡時点までの期間に係る減価償却費相当額を会計上償却費として計

上した場合には、その減価償却費相当額を税務上も当該事業年度における費用の額とし

て損金の額に算入することになりますから、譲渡損益額の計算上、その譲渡に係る原価

の額に含まれません。 

 

【解説】 

１ 内国法人がその有する譲渡損益調整資産をその内国法人と完全支配関係がある他の

内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失

額に相当する金額（以下「譲渡損益額」といいます。）は、その内国法人の所得の金額

の計算上、損金の額又は益金の額に算入することとされ、その譲渡の時点において譲

渡損益額を繰り延べることとなります。そして、この場合の譲渡損益額は、「譲渡に係

る対価の額」と「譲渡に係る原価の額」の差額として計算することとされています。 

２ ところで、お尋ねのように、譲渡損益調整資産に該当する減価償却資産が事業年度

の中途で譲渡された場合において、法人が当該事業年度の期首から譲渡時点までの期

間について、月次決算などにより会計上当該減価償却資産に係る償却費を計上してい

たときには、その譲渡損益額の計算上、その譲渡に係る原価の額から、当該償却費に

相当する金額を控除することになるのかどうか疑義が生じます。 

３ この点、法人が当該減価償却資産について期首から譲渡時点までの期間に係る減価

償却費相当額を会計上償却費として計上した場合には、その減価償却費相当額（その

金額が当該事業年度の確定した決算において費用として経理されるものに限ります。

以下「期中償却額」といいます。）は税務上も当該事業年度における費用の額として損

金の額に算入することになりますから、譲渡損益額の計算上、当該譲渡に係る原価の

額には含まれません。 

一方、当該減価償却資産について、期中償却額がない場合には、当該譲渡に係る原

価の額は、当該減価償却資産の譲渡直前の帳簿価額となります。 

 ４ なお、譲渡損益調整資産からは、その譲渡の直前の帳簿価額が 1,000 万円に満たな

い資産が除かれますが、この 1,000 万円の判定に当たっても、期中償却額がある場合

には、その期中償却額を控除した後の当該資産の帳簿価額によることとなります。 

 

【関係法令】 

  法 31、61 の 13 

  法令 122 の 14 

  基通 12 の４－１－２ 

問 内国法人Ｇ１は、完全支配関係を有する他の内国法人Ｇ２に対して譲渡損益調整資産

に該当する減価償却資産Ｘ（以下「資産Ｘ」といいます。）を事業年度の中途において

譲渡しました。 

  この譲渡した資産Ｘに係る譲渡利益額又は譲渡損失額（以下「譲渡損益額」といいま

す。）は「譲渡に係る対価の額」と「譲渡に係る原価の額」の差額として計算されます

が、当該譲渡を行った日の属する事業年度の期首から譲渡時点までの期間分の資産Ｘに

係る減価償却費相当額を会計上償却費として計上した場合、譲渡損益額の計算における

「譲渡に係る原価の額」には、その減価償却費相当額は含まれないものと解してよろし

いでしょうか。 


